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１．知床半島エゾシカ保護管理計画実行計画について 
 
 
① 目的 
本実行計画は、第１期「知床半島エゾシカ保護管理計画」実施にあたっての具体的な計画や手法を定

めることを目的とする。 

「知床半島エゾシカ保護管理計画」が第１期であり、未確定事項や実験的要素を多数含むことを踏ま

え、当面は単年度ごとに実行計画を定めることとし、本実行計画は平成 19年度の計画である。また、「知

床半島エゾシカ保護管理計画」は北海道が定める特定鳥獣保護管理計画「エゾシカ保護管理計画」の地

域計画に位置づけられていることから、本実行計画に基づく各種事業の実施にあたっては、「エゾシカ

保護管理計画」と十分な連携を図りながら進めるものとする。 

 

② 平成１９年度実行計画概要 

＜管理事業＞（３ページ参照） 

平成１９年度の管理事業については、「知床半島エゾシカ保護管理計画」の中で定めた３つの管理手法

（防御的手法、越冬環境改変、個体数調整）を各地区ごとの管理方針に基づいて優先順位の高いものか

ら順に実施することとする。 

ⅰ）「防御的手法」 

知床岬などに設置されている各種侵入防護柵による植生保護を継続するとともに、幌別・岩尾

別地区では単木保護によるシカ樹皮食い防止対策を引き続き進める。ウトロ市街地では、新たに

設置された侵入防護柵の維持管理や被害対策について、その手法検討も含めた対応を行う。 

ⅱ）「越冬環境改変」 

100平方メートル運動の森・トラストによる、開拓跡地の森林復元作業を引き続き進めてゆく。 

ⅲ）「個体数調整」 

「知床半島エゾシカ保護管理計画」の中では、エゾシカの主要越冬地である知床岬地区、ルサ-

相泊地区、岩尾別地区、真鯉地区の４地区のうち、自然条件、社会条件の整った地区において密

度操作実験（エゾシカの密度操作の実験的実施と植生回復の検証）を開始することとしている。 

平成 19 年度については、知床岬地区で密度操作実験（試験的捕獲）を開始するとともに、隣

接地区においても捕獲（狩猟、個体数調整）による密度操作を試行する。 

なお、実施に当たっては、希少鳥類への影響に配慮する。 

 

＜モニタリング調査＞（４ページ参照） 

平成１９年度のモニタリング調査については、「知床半島エゾシカ保護管理計画」の中で定めた３区分

（植生、エゾシカ個体数・個体数指数、土壌浸食）ごとに必要なデータを収集することを目的とする。 

ⅰ）「植生」 

既存の侵入防護柵内外の継続調査のほか、密度操作実験対象地におけるシカ採食圧調査区、広

域的なシカ採食圧評価のための混合ベルト調査区及び知床岬台地上イネ科草本等調査区の増設を
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行う。また海岸部の在来種・希少種の分布把握を引き続き実施する。これらの調査にあたっては、

調査手法等の統一が必要なものも含まれているため、植物分野の専門家を中心に整理を進めるこ

ととする。 

ⅱ）「エゾシカ個体数・個体数指数」 

主要越冬地での生息動向を、航空カウント、ロードセンサス（ライトセンサスや日中センサス）

などの手法を用いて引き続き把握することに加え、自然死亡状況についても情報収集する。また、

越冬群の季節移動状況がまだ把握されていないルサ-相泊地区において、電波発信器等を用いた追

跡調査を実施する。 

ⅲ）「土壌浸食」 

平成 18 年度に設置した知床岬の詳細調査区で土壌浸食線の変動状況をモニターするほか、広

域的な視点でシカによる土壌浸食の有無をモニターする。 
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2. 平成１９年度実行計画（管理事業）一覧

特定管理地区（知床岬）

防御的手法

■既存の侵入防護柵の維持・補修
概　　　要：既存侵入防護柵の巡視及び補修
場　　　所：知床岬
事業時期：通年
実施主体：環境省、林野庁
（既存侵入防護柵）
・亜高山高茎草本群落（20m×20m）
・ガンコウラン群落（15m×15m）
・山地高茎草本群落（エオルシ）
・林野庁森林調査区（1ha）

■既存の侵入防護柵の維持・補修
概　　　要：既存侵入防護柵の巡視及び補修
場　　　所：幌別地区、岩尾別地区
事業時期：通年
実施主体：林野庁、斜里町
（既存侵入防護柵）
・幌別地区林野庁森林調査区（1ha）
・しれとこ100平方メートル運動地内の各種侵入防護柵

■樹皮食い防止対策の実施
概　　　要：ポリエチレン製ネットによる単木（オヒョウ、
　　　　　　　イチイ、ミズキ、アオダモ等）保護作業の
　　　　　　　継続実施
場　　　所：幌別地区、岩尾別地区（「100平方メートル運動
　　　　　　　の森・トラスト」（斜里町））
事業時期：春～秋
実施主体：斜里町

■ウトロ市街地侵入防護柵の維持管理を含めた被害対策
概　　　要：ウトロ市街地を取り囲む侵入防護柵（延長距離
　　　　　　　4.1km）の維持管理および被害対策（柵内のシカ
　　　　　　　の除去を含む）
場　　　所：ウトロ市街地
事業時期：通年
実施主体：斜里町

■ イチイ林木遺伝資源保存林の侵入防護柵の設置
概　　　要：イチイ林木遺伝資源保存林（7.65ha）の一部（1ha弱）
　　　　　　　を取り囲む侵入防護柵を設置
場　　　所：ウトロ地区（国有林1377林班）
実施時期：秋
実施主体：林野庁

越冬環境改変

■開拓跡地の未立木地の森林化作業
概　　　要：しれとこ100平方メートル運動地内での、開拓跡
　　　　　　　未立木地の森林化作業（植樹苗の保護育成等）
　　　　　　　を引き続き実施
場　　　所：幌別・岩尾別（「100平方メートル運動の森・トラ
　　　　　　　スト」（斜里町）による開拓跡地
事業時期：春～秋
実施主体：斜里町

■道路法面牧草面積の拡大抑制
概　　　要：工事実施にあたっての協議や許認可の際に、新た
　　　　　　　な牧草面積の拡大を可能な限り抑制するよう指導
　　　　　　　に努める
場　　　所：特に国立公園内のシカ越冬地周辺の道路沿い
実施主体：環境省

個体数調整

■密度操作実験（試験的捕獲）
概　　　要：越冬期におけるシカの捕獲
場　　　所：知床岬
事業時期：１２月～３月
実施主体：環境省

■銃による個体数調整捕獲（羅臼市街、ウトロ高原）（羅臼町、斜里町）

■囲いワナによる個体数調整捕獲（真鯉地区）（斜里町）

■狩猟による密度操作試験（北海道）

隣接地区
遺産地域Ａ地区 遺産地域B地区

管理手法
遺産地域



3. 平成１９年度実行計画（モニタリング調査）一覧

特定管理地区（知床岬）

植生回復調査

■亜高山高茎草本群落侵入防護柵（20×20m）内外
■ｶﾞﾝｺｳﾗﾝ群落侵入防護柵（15×15m）内外
■山地高茎草本群落侵入防護柵（ｴｵﾙｼ）
概　　　要：植生の回復状況を調査
時　　　期：８月
実施主体：環境省

■幌別・岩尾別：100平米運動地各種侵入防護柵内外
概　　　要：植生の回復状況を調査
時　　　期：７～９月
実施主体：斜里町

密度操作実験対象地域
シカ採食圧調査

■文吉湾背後の森林内4×100m混合ベルト調査区×３
概　　　要：毎木、ササ高・被度、不食草等を調査し採食圧を把握。
時　　　期：８月
実施主体：東京農工大・道環境研

■知床岬台地上ササ調査区×３
概　　　要：ササ高・被度を調査し採食圧を把握。
時　　　期：８月
実施主体：東京農工大・道環境研

■知床岬台地上イネ科草本等調査区（６ヶ所）　（新）
概　　　要：イネ科草本等シカの餌植物の採食圧の変化を把握。
時　　　期：７月
実施主体：東京農工大・道環境研・環境省

シカ採食圧広域調査

在来種分布調査

シカ生息動向調査

■航空カウント
概　　　要：セスナからの写真撮影による頭数把握
時　　　期：１２月、３月
実施主体：環境省
＊密度操作実験の実施時期と要調整

■ﾙｻ-相泊：ライトセンサス、日中センサス
概　　　要：ライトセンサス調査（岩見橋～相泊：調査距離10.4km）
　　　　　　　および日中センサス（同区間）
時　　　期：通年（ライトセンサス）
　　　　　　　２～３月（日中センサス）
実施主体：羅臼町

■幌別・岩尾別：ライトセンサス
概　　　要：幌別・岩尾別地区のライトセンサス調査（調査距離9.5km）
時　　　期：春、秋
実施主体：斜里町

■ウトロ-真鯉：日中センサス
概　　　要：日中センサス（調査距離約10km）
時　　　期：２～３月
実施主体：知床財団

■峯　浜：ライトセンサス
概　　　要：ライトセンサス（調査距離約10km）
時　　　期：10月末
実施主体：北海道

自然死亡状況調査

■ルシャ：自然死亡数調査
概　　　要：シカの性齢別の自然死亡数を把握。
時　　　期：５月
実施主体：知床財団

■自然死亡数調査
概　　　要：シカの性齢別の自然死亡数を把握。
時　　　期：５月
実施主体：知床財団

■ﾙｻ-相泊：自然死亡数調査
概　　　要：シカの性齢別の自然死亡数を把握。
時　　　期：４～５月、２～３月
実施主体：羅臼町

■幌別・岩尾別：自然死亡数調査
概　　　要：シカの性齢別の自然死亡数を把握。
時　　　期：４～５月、２～３月
実施主体：斜里町  ＊道路管理者と連携

■ウトロ-真鯉：自然死亡数調査
概　　　要：シカの自然死亡数を把握。
時　　　期：４～５月、２～３月
＊道路管理者と連携

越冬群分布調査

シカ季節移動調査

■ﾙｻ-相泊：季節移動調査　（新）
概　　　要：シカの季節移動把握のための捕獲・標識付け
時　　　期：２～３月
実施主体：環境省

詳
細
調
査

土壌浸食状況調査

■土壌浸食線変動状況調査
概　　　要：文吉湾からアブラコ湾間の台地縁部に設置した固定杭を目印
             として、土壌浸食線の変動状況を調査。
調査時期：7～8月
実施主体：環境省

域
的
調

土壌浸食状況広域調査

土
壌
浸
食 ■土壌浸食状況の広域モニター　（当面は広域採食圧調査の中で、林床の裸地面積の変動を調査することで簡易的に把握）

エ
ゾ
シ
カ
個
体
数
・
個
体
数
指
数

詳
細
調
査

広
域
的
調
査

■海岸部希少種等分布調査
概　　　要：海岸部の在来種・希少種の分布を把握
時　　　期：７～８月
実施主体：環境省

植
　
生

詳
細
調
査

広
域
的
調
査

■知床連山周辺植生・採食圧調査
概　　　要：毎木・林床植生（草本含む）
時　　　期：７～９月
実施主体：環境省

■広域採食圧調査（真鯉、ルサ・相泊地域ほか）（１８年度実施箇所において）
概　　　要：林床植生（草本含む）、被食状況調査
時　　　期：９～１０月
実施主体：林野庁

調査項目
遺産地域

隣接地区
遺産地域Ａ地区 遺産地域B地区



 

４．計画の実行に関する検討スケジュール 
 
 
平成１９年度 
 
 知床半島エゾシカ保護管理計画 北海道エゾシカ保護管理計画 
４月  捕獲数集計・各種調査結果とりまとめ 

 
５月 各種調査結果（事業結果）とりまとめ  

エゾシカ保護管理検討会（結果評価・施策検討） 
６月 実行計画案について、北海道、地元自治体等

関係行政機関と調整 
 

個体数管理施策案の素案策定（道庁） 
市町村への意見照会（可猟区域・期間） 

７月 第１回エゾシカＷＧ会議 
 ・H18年度調査結果等（追加報告） 
 ・H19年度実行計画案確定 
実行計画に基づく各種事業を実施 
 

個体数管理施策道案の策定（道庁） 
公聴会 
北海道環境審議会（個体数管理施策の審議・承認） 
 

８月  告示 
９月 第１回知床世界自然遺産地域科学委員会 

 ・H19年度実行計画への助言 
 
知床世界自然遺産地域連絡会議 

 
 

１０月 密度操作実験の実施内容について関係者等
と調整 
 
隣接地区における密度操作実験（輪採制捕獲

試験）開始 

エゾシカ猟解禁 

１１月   
１２月 知床岬地区における密度操作実験開始 

 
 

１月   
２月 第２回エゾシカＷＧ会議 

 ・H19年度事業結果（中間報告） 
 ・H20年度実行計画案 
 

エゾシカ猟終了 
 

３月 第２回知床世界自然遺産地域科学委員会 
 ・H20年度実行計画案への助言 
 
知床世界自然遺産地域連絡会議 
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＜付録＞ 補足説明資料 
 

○知床岬における密度操作実験（試験的捕獲）について 
 
下記のとおり知床岬地区（特定管理地区）でシカの密度操作実験を開始することとする。なお、実験

開始１年目にあたる平成１９年度については、一連の捕獲手順の確認や捕獲個体の取扱いについて、課

題・問題点等の抽出を特に慎重に行う。 
 
 
１）捕獲手法 
 密度操作実験予備調査の評価結果として考えられる手法（銃器による捕獲）で実施する。捕獲手

順詳細については別途実施要領を作成する。 
 

２）捕獲個体の取扱： 法令に基づき適切に処理 
 
３）捕獲地域：  知床岬地区 

 

４）捕獲時期：  １２月～３月（＊ただし状況によって４～５月の実施も検討） 

 

５）捕獲目標頭数： メス１５０頭 

 

６）実施スケジュール： 

 
 密度操作実験準備 関連調査等 
４月   
５月  自然死亡状況の把握 
６月   
７月 作業手順詳細検討 

 
実験対象地シカ採食圧調査 
（密度操作前の比較データ） 

８月 主要メンバーによる打ち合わせ会議 
（以降、随時実施） 

実験対象地シカ採食圧調査 
（密度操作前の比較データ） 

９月 捕獲に係る関係法令手続き  
１０月 作業メンバーによる現地下見  
１１月   
１２月 密度操作実験開始 越冬数カウント調査① 
１月   
２月   
３月 実施結果とりまとめ 

次年度実施内容検討 
越冬数カウント調査② 
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○隣接地区における密度操作について 
 
狩猟での密度操作を試行するため、北海道が設定するエゾシカ可猟区に、希少猛禽類に配慮し捕獲率

向上を図るシステム（輪採制）を試験的に導入する。＾ 

 詳細は、別紙のとおり。 
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○混合ベルト調査区について 
 
平成１８年度調査事業（林野庁、環境省）で半島中央部～基部地域に３８ヶ所設定した混合ベルト調

査区（4×100mの固定プロット）の概念図、および調査内容等については下記のとおりである。 
なお、遠音別岳周辺地域の３ヶ所については、高さ 2.5m までの木本葉の現存量やより詳細な林床植
生調査を追加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

混合ベルト調査区の概念図。100mの基線上に 20m間隔に 6点の基準点を置き、その点を原点とした
方形区（1m×1m）を 6ヶ所、基準点を中心とした円形区（半径 3m）を 6ヶ所、基線両側それぞれに
2m幅を持つ長方形区（4m×100m）を持つ。 

 
 
１．方形区（1m×1m）： ササ調査 

 基準点を原点（左下隅）とし、進行方向右側 1m×1m の正方形内に出現するササの種別（クマイザサ・

チシマザサ）、最大地上高（5cm 刻み）、被度（10%刻み）を記録する。 

 

２．円形区（半径 3m 高さ 2m）： 枝被度/枝被食調査、稚樹調査、不食草調査 

① 枝被度/枝被食調査 

 基準点を中心に、半径 3m 高さ 2m の円柱空間を調査対象とし、出現木本種ごとに円柱底面に対して空

間内に広がる枝の投影被度を 3段階（1: 0-10%, 2: 10-50%, 3: 50-100%）に目測する。胸高（1.3m）

以下の稚樹も枝被度推定に含む。枝被食も「食痕のある枝数/全枝数」を同じく 3段階に目測する。現

場には長さ 3m の棒（振出し釣竿など）を持参する。 

 

② 稚樹調査 

 基準点から半径 3m 以内に出現した胸高（1.3ｍ）未満の稚樹個体について、それぞれ種名、地上高（1cm

刻み）、基部周囲長（0.1cm 刻み）、被食の有無を記録する。枯死個体は含まない。倒れ等あれば備考欄

に記入する。倒伏・斜上で生存している場合、基部からの長さを「地上高」とする。 

 

③ 不食草調査 

 基準点から半径 3m 以内の林床に関し、エゾユズリハ、シラネワラビ、ツタウルシ、ハンゴンソウ、

ミミコウモリの 5種について出現すればそれぞれ被度（10%刻み）を記録する。 

 

３．長方形区（4m×100m）：毎木調査 

 始点から終点までの基準点から左右 2m 以内に根元部を持つ胸高（1.3m）以上の木本について、樹種、

胸高周囲（0.1cm 刻み）、生死、樹皮被食（あれば新旧と全周被食か否か）、剥皮幅（最大幅を 0.1cm 刻

み）、剥皮下（被食部最低地上高 0.1ｍ刻み）、剥皮上（同最大地上高 0.1ｍ刻み）、角とぎ有無、根部被

食を記録する。倒伏している枯死木は含まないが、立ち枯れ個体は計測する。 

100m 
20m 

4m 
始点（0m） 終点（100m） 
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○ ライトセンサス調査について 
 
 斜里町の幌別・岩尾別地区（国立公園内）では 1988年秋より年 2回（5月初旬と 10月末、5夜連続。

斜里町・知床財団実施）、羅臼町ルサ・相泊地区（国立公園内）では 1999年 11月より月 1夜の頻度で

実施（羅臼町）している。他に継続中調査として、斜里町真鯉地区（北海道開発局エコロード区間）で

は 1997年より毎年 3-4月に計 5夜、斜里町越川～日の出地区では 1992年より毎年 10月末に 1夜、全道

一斉センサスが行われている。 

 

 
 幌別岩尾別地区のライトセンサスコース図。1kmメッシュ。 
 
 
 斜里町の例では、通常、18:00-18:30に幌別コースを開始。サンルーフつきのワゴン車を使用し、運転

手、記録係、捜索係（サーチライト担当）2名、識別係の 5名で、識別係と捜索係が後席上部からシカ

を探索する。開始時刻を記録し、車両の距離計を 0にして開始。シカを発見次第車両を停車、識別係は

オス成獣（1-2尖･3尖･4尖･落角･不明オス）･メス成獣･0才子･角なし不明（メスか子）･まったく不明

の 9グループに分類、頭数をカウント。標識つきの場合はその番号も記録。さらにシカのいた環境（法

面牧草･河畔林･混交林･ｱｶｴｿﾞ造林地など）、道路の左右、始点からの距離を記録する。他の動物（キタ

キツネ、エゾタヌキ、ノネコ、ヒグマ、シマフクロウなど）を発見した場合は備考として記録する。終

点では終了時刻、天候、風力を記録。岩尾別コースの始点である岩尾別橋に移動し、同コースの調査に

移る。天候や視界不良の場合は順延。羅臼町でも要領は基本的に同じである。 

幌別コース 
5km 

岩尾別コース 
4.5km 
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○ 土壌浸食状況調査（詳細調査）について 
 
 2006年 8月に知床岬文吉湾からアブラコ湾にかけ、台地の縁に沿って約 1700mのトラバース測量を

行い、49本の杭を基準点として固定、基準点直近と基準点間の土壌被覆の状況を撮影した。 

 今後のモニタリングは、もっとも表土の撹乱が進む雪解け期の後、6月以降に年 1度の頻度で現場を

踏査し、上記同様の写真撮影を行う。作業は 2名、撮影係と先導係。基準点 0より開始し、先導係は測

量棒を持ち、記録（方位・距離）にしたがって次の基準点へ向い、基準点間を撮影。撮影係は基準点直

近の撮影を済ませたら次の点へ向う。途中、本線から海側へ突き出した 5ヶ所の副基準点を含め、以降

順次終点まで繰り返す。設置時に浸食が激しかったのは主に西向きの斜面（#8-13、16-20、34-37）であ

った。 

 

 
 知床岬の土壌浸食状況調査地。#0から 43までの主基準点と副基準点の位置。 
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 知床半島エゾシカ保護管理計画・地区区分図 

金山川 

植別川

ウトロ 

羅臼

相泊

岩尾別

真鯉 

ルシャ

ルサ 

知床岬 

遺産地域 A地区

遺産地域 B地区 

隣接地区境界線イメージ 

シカ可猟区域 

平成１８年度シカ捕獲禁止区域 

特定管理地区

幌別 

遠 音 別 岳

国指定鳥獣保護区 
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平成19年度管理事業位置図

金山川 

植別川

羅臼

相泊

岩尾別

ルシャ

ルサ 

知床岬 

シカ可猟区域 

平成１８年度シカ捕獲禁止区域

幌別 

遠 音 別 岳

国指定鳥獣保護区 

知床岬地区 
 ○密度操作実験（試験的捕獲） 
 ○各種侵入防護柵の維持管理 

 

しれとこ 100平方ﾒｰﾄﾙ運動地 
 ○侵入防護柵・ネット等による植生保護 
 ○開拓跡未立木地森林化作業 

羅臼側隣接地区 
 ○狩猟期の輪採制による捕獲 

羅臼市街地周辺 
 ○個体数調整捕獲 

斜里側隣接地区 
○ 狩猟期の輪採制による捕獲 
○ 狩猟期間以外のワナによる

個体数調整捕獲 

ウトロ市街地 
 ○侵入防護柵による食害対策 
 （柵内のシカの除去含む） 
ウトロ高原地区農地 
 ○個体数調整捕獲 
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 平成19年度モニタリング調査位置図 

金山川 

植別川

羅臼

相泊

岩尾別

ルシャ

ルサ 

知床岬 

シカ可猟区域 

平成18年度シカ捕獲禁止区域 

幌別 

遠 音 別 岳

国指定鳥獣保護区 

■越冬数航空カウント調査 
■自然死亡数調査 
■土壌浸食線変動状況調査 

真鯉 

ウトロ 

100平米運動地

■ライトセンサス 
 （日中センサス） 
■自然死状況把握 
■季節移動調査 

■希少種・在来種分布調査 
 （相泊-知床岬の海岸部） 

■自然死亡数調査 

■ライトセンサス 
■自然死状況把握 

■日中センサス 
■自然死状況把握 

＜その他広域調査＞  
■土壌浸食状況の広域的モニター 

＊固定調査区による植生・採食圧調査を除く 
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 植生等モニタリングサイト位置図 ＊100平米運動地除く 

金山川 

植別川

羅臼

相泊

岩尾別

ルシャ

ルサ 

知床岬 

シカ可猟区域 

平成１８年度シカ捕獲禁止区域

幌別 

遠 音 別 岳

国指定鳥獣保護区 

No.3～7 

No.11 

No.13 

No.15 

（図中番号は次頁表の No.に対応） 

No.1, 2 

No.8 

No.9 

No.10 

真鯉 

No.14 

ウトロ 

100平米運動地

ルシャ、相泊以先の海岸線の GPS
ポイントによる植生調査地 

No.16 

No.12 
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地区 設置

区分 主体

森林調査区 新規被食量の

変化(面積･種)
2 A 高山植生 遠音別岳 ベルト（1m×20m）×2 2006 採食圧 種数, 被度 環

森林調査区

植生保護柵 2003
2004

新規被食量の

変化(面積･種)
6 特定 採食圧 台地林内 50m×50m 1999 木本,林床 ミズナラ 3年? 越冬地 独

7 特定 採食圧 台地草原 ベルト(1m×100m)×3 1987 ササ等 ササ 被度、ササ高 1-5年 越冬地 独

森林調査区

森林調査区

新規被食量の

変化(面積･種)
岩尾別 新規被食量の

台地 変化(面積･種)
新規被食量の

変化(面積･種)
新規被食量の

変化(面積･種)
新規被食量の

変化(面積･種)
新規被食量の

変化(面積･種)
種構成・被度

の変化

海岸部 環GPSポイント× 約40ヶ所 2006 群落 群落動態・採食圧16 A、Ｂ
特定

海岸植生 ルシャ、相泊
以先

高標高非越
冬地

種別被度,
採食圧

5-7　梶ほか
8　柵設置以前の1988年より、斜里町100 m2運動による毎木データあり。

9　久保田ほか

植生モニタリングサイト一覧（100 m2
運動地を除く）2007年7月現在

*　年次密度調整の継続/停止の判断と、密度調整新規開始の判断基準は異なる。前者は定量的に設定できるが、後者は総合的な判断になる。
1　1995-1996年北大設置調査区を2006年に環境省事業で再調査。
4　2003年はアブラコ湾柵とエオルシ柵、2004年に羅臼側トリカブト柵。

被食圧(木本･林床) 低標高非越
冬地

林

越冬地 環

15 隣接 採食圧 陸志別 混合ベルト調査区
(4m×100m)×10

2006 木本,林床

混合ベルト調査区
(4m×100m)×1

2006 木本,林床 被食圧(木本･林床)14 隣接 採食圧 真鯉

被食圧(木本･林床) 越冬地 林

越冬地 林

13 隣接 採食圧 真鯉 混合ベルト調査区
(4m×100m)×10

2006 木本,林床

越冬地 環

12 B 採食圧 ルサ相泊 混合ベルト調査区
(4m×100m)×10

2006 木本,林床 被食圧(木本･林床)

2006 木本,林床 被食圧(木本･林床)11 B 採食圧 混合ベルト調査区
(4m×100m)×2

被食圧(木本･林床) 中標高非越
冬地

林

越冬地 独

10 B 採食圧 知床連山中腹 標高500m付近に混合ベルト
調査区(4m×100m)×5

2006 木本,林床

1992 木本,林床 森林動態9 B 幌別川 方形区（200m×200m）

2年 越冬地 林

1-5年 越冬地 独

8 B 幌別台地 囲い区（3m高シカ柵、
120m×80m）･対照区

2003 木本,林床 森林動態

越冬地 環

5 特定 採食圧 台地林内 混合ベルト調査区
(10m×100m)×3

1987 木本,林床 被食圧(木本･林床)

群落 希少植生回復過程 1年4 特定 台地草原 シカ柵（20m×20m）2ヶ
所、半島状基部遮断1ヶ所

3年? 越冬地 林

中標高非越
冬地

環

3 特定 台地西側林内 囲い区（3m高シカ柵）･対
照区共に100m×100m

2004 木本,林床 森林動態

調査頻度 備考

1 A 遠音別岳 混合ベルト調査区
(4m×100m)×2

2006 木本,林床,
葉量

森林動態

設年 調査項目 特に着目する指標 判断基準*No. 調査区タイプ 場所 調査区サイズ



C

D

E

A

B

斜里町・羅臼町における
エゾシカ可猟区

知床半島エゾシカ保護管理計画、
及び、その周辺地域において、希
少猛禽類に配慮し捕獲効率向上
を図るシステムを試験導入する。

全 般：斜里町・羅臼町は、シマフクロウ生息地であるが、新たなシステムによ
り希少猛禽類への細かな配慮が可能となることから終期を２月11日とする。

A地区：知床半島エゾシカ管理計画（以下、知床計画と略す）における「隣接地
域」。海岸線に市街地があり、内陸側は山林に覆われた地域。当地区内北
東部のシカ猟禁止区域は解除して、タチニウス川を境界線とする。

B地区：知床計画における「隣接地域」。峯浜・松法・幌萌周辺の牧草地を含む。
A地区との境界は精進川とする。２月は猛禽類に配慮して解禁しない。

C地区：知床計画における「隣接地域」。現在シカ猟禁止だが、試験的に解禁す
る。オショコマナイ川以北のウトロ市街地、及び、種イモ生産地のウトロ
高原農地を含む地域は除く。ほぼ全域山林。山側の境界線は、北部は

世界遺産登録地の線であり、南部は「知床半島緑の
回廊」の線となる。２月は猛禽類に配慮する。

D地区：C地区との境界は金山川。E地区との境界は
オクシベツ川。北東部は山林であるが、南
西部の平野や山麓部には農地が広がる。

E地区：オクシベツ川以西の斜里町全域。期間は10
月25日～２月11日とする。

※試験捕獲システム

（輪採制）の概要

エゾシカ可猟区を小ブロックに分けて、
隣接するそれぞれの可猟期間を調整す
ることにより捕獲効率の向上を図るシ
ステム

(Ａ区域内は試験的解除）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１０月 25～31 ○ ○ × ○

1～16 ○ × ○ ×

17～30 × ○ × ○

1～14 ○ × ○ ×

15～31 × ○ × ○

1～14 ○ ○ ○ ×

15～31 × ○ × ○

２月 1～11 ○ × × ○

○：可猟期間　×：禁猟期間

１月

羅臼町 斜里町

１１月

１２月

(Ｃ区域内は試験的解除）



資料１－３－１

河川工作物ワーキンググループ経過報告

１ 河川工作物についての影響評価の基本的な考え方

知床世界自然遺産地域内に存在する44河川のうち、河川工作物が存在する14河川に

おいて、河川環境の調査を実施し、サケ科魚類の遡上・降下の阻害要因、産卵・生息

環境を把握し、河川工作物に改良を加えた場合の防災面、環境面等への影響を踏まえ

て改良の必要性の是非を判定。

２ これまでの検討及び実施結果

（１）河川工作物の影響評価

ア 平成17年度

イワウベツ川等６河川に設置されている56基のうち、54基（民間の２基を除い

たもの）の河川工作物について、影響評価を実施。

イワウベツ川（６基 、ルシャ川（２基 、サシルイ川（２基）の10基について） ）

「改良の検討を行うことが適当」と評価。

イ 平成18年度

羅臼川等７河川に設置されている60基のうち、41基（羅臼川の18基（遺産登録

） ） 。以前から改修を進めているもの と民間の１基を除いたもの の影響評価を実施

羅臼川（１基 、チエンベツ川（２基）の３基の河川工作物について「改良の）

検討を行うことが適当」と評価。

（参考）

平成17、18年度において、13河川に設置されている116基のうち、95基（羅臼

川の18基、民間の３基を除いたもの）について影響評価を行った結果 「現状維、

持」と評価した河川工作物（82基）の内訳。

（ ） 、 。（ ）①河川工作物以外の要因 滝又はｐＨ が遡上 生息の阻害をしている 22基

②現状で十分に遡上可能である （７基）。

③河川工作物の上流に遡上・産卵・生息環境がない （16基）。

④工作物の改修等に伴う防災機能等への全体的な影響が大きい （37基）。

（２）改良工法の検討（18年度のみ）

イワウベツ川（２基 、ルシャ川（２基）に設置されている「改良の検討を行う）

ことが適当」と評価された４基の河川工作物の改良工法の検討。




